
アークシステムテクノロジーズ株式会社

契約書類と合せて郵送下さい

賃借人（以下「乙」という。）は、賃貸人（以下「甲」という。）および保証会社アークシステムテクノロジーズ株式会社（以

下「丁」という。）の間で締結された下記記載の物件（以下「本物件」という。）に係る保証委託契約（以下「原契約」という。）

に関し、甲および丁が承諾した下記同居人を入居させるものとする。

１．同居人を変更する場合は、入居者変更届及び身分証明書等の書類を遅滞なく甲および丁へ届け出ることとする。
２．甲乙間における原賃貸借契約が解約になった場合は、下記同居人（親族以外）は速やかに本物件を明渡すものとし、または乙は下記同居人
　  が本物件を退去し、搬入した全ての荷物を撤去するまでその責任を負うものとする。


